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【問合せ先】　茨城県産婦人科医会　　　　　　　　　　☎ 029－241－1130
　　　　　　茨城県福祉部子ども政策局少子化対策課　☎ 029－301－3257

　不妊治療に取り組んでいる方を対象に「おしゃべり会」を開催します。
　ご自身の不安や疑問、治療中のストレスや想いを共有する時間を過ごしましょう。

　
　林野火災　起こすも防ぐも　私たち

【問合せ先】　消防本部　警防課　☎ 029－292－1515

たき火は消防本部への届出が必要です。加えて、以下の点にご留意ください。

〇枯草等、燃えやすい物の近くでたき火をしない！
〇火の使用中はその場を離れず、使用後は完全に消火する！
〇林野火災警報発令時はたき火をしない！
〇たばこは指定場所で喫煙し、吸い殻は投げ捨てない！
〇火遊びはしない！させない！

一人ひとりの意識が林野火災を防ぎます

〇体外受精のメリット、デメリット、妊娠率、病院情報を知りたい。
〇先進医療やサプリ、身体作り、みなさんどうしているのかな？
〇どこまで治療を続けるか、自費になってしまったら…、その先にある
　治療法って何があるの？
〇夫、友人、姉妹との関係性、仕事の両立、職場でのストレス…、治療
　中に感じるモヤモヤや誰にも話せなかった胸の内を聞いてほしい。

茨城県不妊専門相談センター事業

▶スタッフ　　助産師、カウンセラーがお待ちしています。
▶申込方法　　茨城県産婦人科医会に電話でお申し込みください。
　　　　　　　☎ 090－2282－7388　（受付時間：平日午前9時～午後３時）
▶申込締切　　３月13日（金）午後３時まで

会　　場定　員募集対象テーマ日　　　時
茨城県メディカルセンター
３階会議室　
（水戸市笠原町489）

10名お１人目
妊活中の方

体外受精など、
様々な情報交換

3月15日（日）
午後１時30分

～３時30分
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　介護保険制度は、介護が必要な方や介護する家族の負担を社会全体で支えることを目的に創設され、利用者の自
己負担を除く介護サービスの費用は、40歳以上の方の保険料、国や県、町の公費（税金）で賄われています。
　保険料を納付書で納めている方（原則65歳以上の方で年金受給額が年額18万円以下の方）で、保険料を納め
忘れると、未納期間に応じて保険給付が一時的に差し止めになったり、本来1割から3割ですむ自己負担が上
がったりする場合があります。また、延滞金が発生するなど負担が大きくなります。町から督促状や催告書が
届いた際には、速やかに納付をお願いします。

納め忘れを防ぐために便利な口座振替をご利用ください。
【問合せ先】　長寿福祉課　☎ 029－291－8407（直通）

 介護保険料の納め忘れにご注意ください 
姶 逢娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃

　介護サービスを利用したとき、いったん費用の全額を自己負担しなければ
ならなくなります。（9割から7割相当分は未納解消後、町から払い戻されま
す。）

１年間
滞納した場合

　町から払い戻されるはずの保険給付（９割から７割相当分）の一部または
全部を一時的に差し止めるなどの措置がとられます。なお、滞納が続く場合
は、差し止められた額から保険料が差し引かれる場合もあります。

１年６か月
滞納した場合

　本来1割から3割である利用者負担が３割（自己負担がもともと３割の方は
４割）に引き上げられ、かつ高額介護サービス費等が受けられなくなります。

２年以上
滞納した場合

　介護サービスを受ける際にご本人・ご家族の負担が重くならないように納期限内の納付をお願いします。

「藤田嗣治 絵画と写真」

【問合せ先】　茨城県近代美術館　☎ 029－243－5111

　エコール・ド・パリを代表する画家・藤田嗣治（1886-1968）。早くからカメラを愛用していた藤田
は数千点の写真を撮影するとともに、絵画制作にも活用しました。また、パリで時代の寵児となった藤
田はオカッパ頭や眼鏡など独特の風貌によって自己のイメージを演出し、しばしば著名な写真家の被写
体にもなりました。
　本展では藤田の絵画と写真との関係性をひもときながら、その表現について再考します。

▶期　　間 ２月10日（火）～４月12日（日）
▶開館時間 午前９時30 分～午後５時（入場は午後４時30分まで）
▶休　館　日 月曜日（２月23日（月・祝）は開館、翌日休館）
▶場　　所 茨城県近代美術館（水戸市千波町東久保666-1）
▶入　場　料 一般 1,360円（1,240円）
　　　　　　　満70 歳以上 680円   （620円）
　　　　　　　高校生 1,130円   （980円）
　　　　　　　小中生 550円   （420円）
 ※(　)内は20名以上の団体料金　
 ※障害者手帳等をご持参の方は無料
 ※春休み期間を除く土曜日は高校生以下無料

企画展

ドラ・カルムス（マダム・ドラ）
《猫を肩にのせる藤田嗣治》
1927年 東京藝術大学


